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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３０年 ４月１７日開催分） 
  
平成３０年 ５月１１日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会                           
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３０年 ４月１７日（火） 午前９時００分～９時１０分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 
児野専務理事・技師長、根本理事、松原理事、荒木理事、黄木理事、 
大橋理事、菅理事、中田理事、今井特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 
 
１ 審議事項 
（１）第１３０５回経営委員会付議事項について 
（２）日本放送協会企業型年金規約の一部改正について 
（３）ラジオ中継放送局の設置計画について 
 
２ 報告事項 
（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の開局について 
 
議事経過 
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１ 審議事項 
（１）第１３０５回経営委員会付議事項について 
（経営企画局） 

４月２４日に開催される第１３０５回経営委員会に付議する事項につ

いて、審議をお願いします。 
付議事項は、議決事項として、「ラジオ中継放送局の設置計画につい

て」と「『職員の給与等の支給の基準』の一部改正について」です。続

いて、報告事項として、「テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放

送局の開局について」、「視聴者対応報告（平成３０年１～３月）につ

いて」、「ＮＨＫ情報公開・個人情報保護の実施状況（平成２９年度）」、

「平成２９年度契約･収納活動結果」、「地方放送番組審議会委員の委嘱

について」、「平成２９年度第４四半期業務報告・３か年の総括」です。

また、その他事項として、「『ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年

度）』３か年工程表について」です。 
 
（２）日本放送協会企業型年金規約の一部改正について 
（人事局） 
「日本放送協会企業型年金規約」の一部改正について審議をお願いし

ます。 
平成２２年度から協会が導入した確定拠出年金制度について、各関連

団体に加入を呼びかけ、新たにＮＨＫエンタープライズ、ＮＨＫグロー

バルメディアサービス、ＮＨＫアート、ＮＨＫ営業サービス、ＮＨＫ厚

生文化事業団、日本放送協会共済会が６月１日からの加入を表明しまし

た。また、利便性向上のため、加入者掛金の募集回数を現行の年１回か

ら、２回に増やします。さらに、確定拠出年金法等の一部改正に伴い、

規約の字句を修正します。これらの変更内容をふまえ、「日本放送協会

企業型年金規約」の一部改正を実施します。 
 
（会 長）   ３０年度上期に６団体が加入し、２９年度に加入した

５団体と合わせて、関連団体の加入数は現時点で１１団

体ということですね。 
（人事局）   はい。１１団体です。 
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（会 長）   他にご意見等ありませんので、原案どおり決定します。 
 
（３）ラジオ中継放送局の設置計画について 
（児野技師長） 

ラジオ中継放送局の設置計画について、審議をお願いします。 
設置に向けての諸条件が整った６地区について、ラジオ中継放送局を

設置したいと考えます。いずれも総務省が平成２６年度に制度の整備を

行った、ＦＭ波を利用したラジオ中継放送局開設の制度を活用していま

す。 
受信改善を目的としてラジオ中継放送局を設置するのは４地区で、静

岡県富士宮地区で約３,５００世帯、長崎県瀬戸板浦地区と大瀬戸雪浦地

区で約２,７００世帯、鹿児島県川内出水地区で約３５,０００世帯の受信

状況の改善を行います。また、津波対策を目的としてラジオ中継放送局

を設置するのは、和歌山県新宮地区と愛媛県新居浜地区の２地区で、津

波浸水被害が想定されているラジオ中継放送局の補完ＦＭ局を設置しま

す。 
開局はいずれも３１年度の予定です。 
本件が了承されれば、４月２４日開催の第１３０５回経営委員会に諮

ります。 
 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、次回

経営委員会に諮ります。 
 
２．報告事項 
（１）テレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の開局について 
（児野技師長） 

平成２９年度のテレビジョン中継放送局およびラジオ中継放送局の開

局について報告します。 
まず、テレビジョン中継局は１県で１局（注１）が開局しました。こ

れは、平成２８年に発生した熊本地震により移転した南阿蘇局を補完す

る目的で設置したものです。この結果、３０年３月末までの累計で、総

合は２,２１５局、Ｅテレは２,１８６局で放送しています。 
次に、ラジオ中継放送局は、４県で５局（注２）が開局しました。１
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局が中波で、その他の局はＦＭ波を利用したラジオ中継放送局です。３

局は受信改善を目的としたもので、開局により、約１１,７００世帯で聞

こえづらい状況を改善しました。その他は、津波対策を目的とした２局

です。この結果、３０年３月末までの累計で、ラジオ第１は２５６局、

ラジオ第２は１４６局で放送しています。 
本件は、４月２４日開催の第１３０５回経営委員会に報告します。 

 
（会 長）   放送を遍く届けるのは公共放送に課せられた使命です。

これからもよろしくお願いします。 
 
注１：２９年度に開局したテレビジョン中継放送局（１局） 
〈熊本〉南阿蘇高森 
 
注２：２９年度に開局したラジオ中継放送局（５局） 
〈兵庫〉新温泉、〈宮崎〉五ヶ瀬、延岡、〈鹿児島〉徳之島、〈徳島〉

日和佐 
 
以上で付議事項を終了した。 
 
 
 
上記のとおり確認した。 
 
 

平成３０年 ５月 ８日 
 
会 長  上 田 良 一  


